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１．長寿命化計画の目的

１－１ 背景

尾鷲市が管理する供用中のトンネルは、梶賀第一トンネルの１箇所であり、トンネル延長が

Ｌ＝３９０．５ｍである。

梶賀第一トンネルは１９８５年に建設され、現時点で３４年が経過している状況である。

道路トンネルの維持管理は、社会資本ストックの増加により適切な維持管理が不十分なた

め構造物の老朽化が進行し、全国の山岳トンネルにおいては第三者被害が発生している。

このような中、限られた財源と管理体制の下で、効率的かつ効果的な道路トンネルの維持

管理の実施により、利用者への安心安全な道路交通を提供することが求められている。

１－２ 目的

今後、老朽化が進めば社会的影響の発生が懸念され、また、大規模補修・全面改修工事

が必要となれば、財源確保が困難となることが予想されるため、工事時期の分散やコスト

縮減及びコストの平準化が必要である。

これらの問題を解決する維持管理手法として、従来の対症療法型維持管理（事後保全）

から新たな予防保全型維持管理（予防保全）への転換を図る必要がある。予防保全では、

トンネルの総合的な維持管理コストの縮減とトンネルの長寿命化、社会的損失の回避・

抑制を図ることができ、さらに、年度毎のトンネル維持管理コストを平準化するように管理

することが可能となる。この考えを取り入れたトンネル長寿命化修繕計画を導入し、持続

可能な維持管理の推進によって利用者の安心・安全な道路交通を確保することを目的

とする。

▲ 起点側（曽根側） ▲ 起点側（梶賀側）

１．長寿命化修繕計画の目的
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２．長寿命化修繕計画の対象施設



３－１健全度の把握の基本的な方針

健全度の把握については、「道路トンネル定期点検要領（平成26年6月）国土交通省道路局」

により定期点検を実施し、得られた結果に基づき、トンネルの損傷を早期に確認するとともに、

変状毎の健全度を判定し、トンネル毎の健全度を診断・把握する。

３－２日常的な維持管理に関する基本方針

トンネルを良好な状態に保つため、日常的維持管理としてパトロール清掃などを実施する。

このように日常的な維持管理を徹底することでトンネルの長寿命化を図る。

４－１長寿命化修繕計画の基本方針（対策の優先順位）

〇 予防保全型への転換

　損傷が深刻な状態に陥った段階で、大規模な修繕を実施する対症療法型の維持管理から、

定期的に点検を実施して、損傷が深刻な状態に陥る前に修繕を実施する予防保全型へと

維持管理手法の転換を図ることで、施設の寿命を延ばすことが可能となり、修繕に係る維持

管理費用の縮減を図る。

〇 対策の優先順位の考え方

　対策の優先順位は、平成26年度に実施した法定点検の結果に基づく健全性が悪いスパン

から優先的に修繕工事を実施する方針とする。

　また、トンネル照明設備（付属物）についても円滑な交通確保のため、経年劣化により腐

食した照明器具は、従来のHID灯（ナトリウム灯など）に比べてランニングコストや維持管理

に優れたＬＥＤ灯へ順次更新等を実施する方針とする。

平成26年の点検結果

※計画的に定期点検を実施して、最新の点検結果に基づき適宜見直しを行っていきます。

優　先　順　位

健全性の低いスパンから実施

隧道名

梶賀第一トンネル

健全性の最低値

Ⅲ

▲　＜参考＞　健全性の評価内容

※経年の変化に対し劣状況等を適切に把握するため、トンネル定期点検を５年に１回の頻度で行います。

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

４．対象施設の長寿命化及び修繕に係る費用の縮減に関する基本的な方針



５－１次回定期点検時期

定期点検とは、予め一定の期間を定めて行うもので、道路トンネル定期点検要領(平成26年6月)

に基づき、５年に１回の頻度で実施することを基本とします。

５－２修繕計画（計画期間）

当該計画の計画期間は10年間とし年度別の対策費は表２のとおりとします。

なお、本表に示す数値は修繕計画により想定したもので、事業実施に係る数

値とは異なるため、適宜見直しを行っていきます。

表２

※定期点検結果に基づき修繕等の必要が生じた場合実施

５－３対象施設の状態

平成26年に実施した定期点検の結果は表３のとおりである。

表３

照明器具

× （44/51）

令和3年度 20

定期点検
長寿命化

計画
補修設計

梶賀第１トンネル 390.5

幅員 有効高

対策費用
（百万円）

延長
ｍ

7.0 5.9

ｍ

平成26年 Ⅲ

健全度点検年度
m

備考

令和元年度 8 〇 ○

補修工事

令和2年度 18 ○

○

断面修復・裏
込注入

○ 裏込注入

裏込注入・漏
水対策

令和5年度 3 ○○

令和4年度 50

令和6年度 8 ○※

令和7年度 5 ○※

○○3

令和8年度 5 ○※

令和9年度 5

平成30年度までに、部分的な修繕を実施済み。
令和2年～令和4年の補修工事については、令和元年度の点検及び補修設計に基づき修繕を
実施予定。

合計 125

○※

令和10年度

５．対象施設の状態、及び施設ごとの点検時期及び修繕時期



５－４費用縮減に向けた短期的な取り組み

〇集約化・撤去等による費用縮減

〇新技術・新材料の活用

１）計画策定担当部署

　三重県　尾鷲市　建設課　tel 0597-23-8244

　今後、定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減を図るために新
技術等の活用について検討することとし、次回点検では新技術の活用を検討し、点検費用
の縮減に努めます。また修繕工事においても設計段階から新技術等の活用を含めた比較
検討を行います。

　費用縮減の観点から、直営点検が可能な箇所について積極的に実施し、費用縮減に努
めます。

６．計画策定担当部署


